
賃貸借契約書（案） 

 

 

 公立大学法人福井県立大学（以下「甲」という。）と         （以下「乙」という。）

とは、次の条項により賃貸借契約を締結する。 

 

 

（契約の要項） 

第１条 乙は、その所有する次に掲げる物件（以下、「契約物件」という。）を甲に貸し付け、印

刷機を常時適切かつ正常な状態で稼働できるよう保守を行うとともに、印刷に必要な消耗品を

供給するものとし、甲はこれを借り受けるものとし、その賃貸借内容の詳細は、別紙１「仕様

書」のとおりとする。 

 

     物 件 名   経済学部棟１０階カラー印刷機賃貸借 

              （機器構成は別紙２「賃借機器等一覧表」のとおり） 

     設 置 場 所   吉田郡永平寺町松岡兼定島４－１－１ 

              公立大学法人福井県立大学 永平寺キャンパス 

              経済学部棟１０階事務室 

 

（契約期間） 

第２条 契約期間は令和８年９月１日から令和１３年８月３１日までとする。 

２ 前項にかかわらず、契約締結年度の翌年度以降において、甲の歳入歳出予算の当該金額につ

いて減額または削除があった場合は、この契約は解除する。 

 

（契約料金） 

第３条 金       円 

（うち、取引に係る消費税額および地方消費税額 金      円）とする。 

ただし、この賃借料には保守サービス料を含むものとする。 

賃借料の計算期間は、月の初日から末日までの１ケ月とする。 

 

（内訳） 

月 額 金       円 

（うち、取引に係る消費税額および地方消費税額 金     円） 

令和８年９月１日～令和９年３月３１日    金          円 

            （うち取引に係る消費税額および地方消費税の額 金         円） 

令和９年４月１日～令和１０年３月３１日   金          円 

            （うち取引に係る消費税額および地方消費税の額 金         円） 

   令和１０年４月１日～令和１１年３月３１日  金          円                  

（うち取引に係る消費税額および地方消費税の額 金         円） 

令和１１年４月１日～令和１２年３月３１日  金          円 

            （うち取引に係る消費税額および地方消費税の額 金         円） 

   令和１２年４月１日～令和１３年３月３１日  金          円 

      （うち取引に係る消費税額および地方消費税の額 金         円） 

   令和１３年４月１日～令和１３年８月３１日  金          円 

      （うち取引に係る消費税額および地方消費税の額 金         円） 

 

 

 



（契約保証金） 

第４条 契約保証金は、金       円とする。 

※ 契約保証金は、契約金額（年額）の１００分の１０以上。 

※ 保険証券、保証証券が提供された場合は、保険または保証に付される金額を記載。 

※ 福井県財務規則第１７２条第３、５、６、７号の規定に該当する場合は、「免除」と記載。 

 

（料金の請求） 

第５条 乙は、毎月末日において甲の検査を受け、当該月分の支払いを甲に請求するものとし、甲は

乙からの適法な請求書を受理した日の翌月の２５日までに支払うものとする。 

２ 乙の責めに帰すべき不良印刷枚数および乙が印刷機の点検または調整のために使用した印刷

枚数は、料金の対象としないものとする。 

 

（料金の支払） 

第６条 甲は、乙が発行した適法な請求書を受理した日の翌月の２５日までに支払うものとす

る。ただし、２５日が日曜日、土曜日および国民の祝日の場合はその翌日とする。 

２ 甲の責めに帰すべき理由により、前項の支払期限までに料金を支払わない場合は、乙は甲に

対して未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２

４年法律第２５６号）第８条の規定により定められた割合で計算した金額を遅延利息として請

求することができる。 

 

（印刷機の保守） 

第７条 乙は、印刷機を常に良好な状態で使用できるようその保守を行わなければならない。 

（１）乙は、前項の保守を行うため、必要に応じて技術員を設置場所に派遣して、点検および

調整を行わなければならない。 

（２）乙は、印刷機が故障した場合は、甲の請求により直ちに技術員を派遣して修理に着手し、

速やかに正常な状態に回復させなければならない。 

 

（料金以外の保守費用） 

第８条 乙は、次の各号の原因により印刷機が故障または損傷した場合には、第５条の料金とは

別に印刷機の保守に要する費用を甲に請求することができる。 

２ 乙の指定する技術員以外の者による改造、修理、分解および加工 

３ 故意または重大な過失など甲の責めに帰すべき事由 

 

（消耗品の供給） 

第９条 乙は、常に良質な印刷を維持できるよう、印刷に必要な消耗品を甲に円滑に供給しなけ

ればならない。 

２ その他の消耗品については、乙の指定する者の巡回または甲の申し出によって、予備の不足

を知った場合、乙は当該消耗品を供給する。 

 

（消耗品の所有権） 

第10条 消耗品の所有権は、乙に属し、甲はそれらを善良なる管理者の注意義務をもって保管

し、通常の用法に従い使用する。 

２ 甲は、消耗品が乙の所有であることを示す標示等を損傷したり、消耗品を他に流用してはな

らない。 

 

（再委託の禁止） 

第11条 乙は、業務の処理を自ら行うものとし、業務の全部または一部を第三者に委託し、もし

くは請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を得た場合は、この

限りでない。 



２ 前項において、乙は、再委託の承認を求める場合は、再委託先、再委託の理由、再委託する

業務の内容、再委託先が取り扱う情報、およびその他再委託先に対する管理方法等を記載した

「再委託承認申請書」を提出しなければならない。ただし、再委託先がさらに第三者に業務を

委託（以下、「再々委託」という。）する場合には、乙は甲に「再委託および再々委託承認申請

書」を提出しなければならない。この場合、再々委託先には、個人情報および甲が機密を要す

る旨を指定して提示した情報を扱う作業は認めないものとする。 

３ 乙は、甲に対して再委託先および再々委託先の行為について全責任を負うものとする。 

 

（権利義務の譲渡等の禁止） 

第12条 乙は、この契約によって生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、または承継させてはな

らない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を得た場合は、この限りでない。 

 

（契約の解除） 

第13条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができる。 

（１）その責めに帰すべき理由によりこの契約に違反したとき。 

（２）この契約を履行せず、または履行を継続することができないと認められるとき。 

（３）誠実に業務を履行する意思がないと認められるとき。 

（４）契約の履行につき、不正の行為をしたとき。 

（５）契約の解除を申し出たとき。 

（６）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号

に規定する暴力団員または同条第２号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有

していると認められるとき。 

 

（違約金等） 

第14条 前条の規定によりこの契約が解除されたときは、乙は、違約金として契約料金の１００分

の１０に相当する料金を甲に支払うものとする。ただし、甲に違約金の額を超える損害が発生し

たときは、甲は、その超過額を請求することができる。 

 

（損害賠償） 

第15条 乙は、業務の履行に関し、乙の故意または過失により甲に損害を与えたときは、損害賠償

の責めを負う。 

２ 乙は、業務の履行に関し、乙の故意または過失により第三者に損害を与えたときは、当該第三

者にその損害を賠償するなど適切な対応をするものとする。 

 

（秘密の保持） 

第16条 乙は、業務実施中に知り得た秘密および甲の事務などで一般に公表されていない事項を

他にもらしてはならない。 

２ 前項の守秘義務については、業務終了後および契約解除後においても同様とする。 

 

（情報セキュリティの確保） 

第17条 乙は、業務の実施において、別紙３「受託事業者における情報セキュリティに関する事項」

を遵守し、情報セキュリティを確保するための必要な措置を講じる義務を負うとともに、当該業

務で知り得た各種情報についての守秘義務を負うものとする。 

２ 前項の守秘義務については、前条第２項の規定を適用する。 

 

（個人情報の保護） 

第18条 乙がこの契約に関して取扱う個人情報については「個人情報の保護に関する法律（平成 



１５年法律第５７号）」を遵守しなければならない。 

２ 乙は、個人情報の取扱に関し、別紙４「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならな 

い。 

 

（グリーン購入） 

第19条 乙は、契約の実施において物品等を調達する場合、「福井県庁グリーン購入推進方針（平

成１３年４月２７日策定）」に基づき、環境物品等の調達に努めるものとする。 

 

（疑義等の決定） 

第20条 この契約に定めのない事項およびこの契約に関し疑義が生じたときは、甲乙協議して定

めるものとする。 

 

（紛争等の解決） 

第21条 この契約について訴訟等の生じたときは、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を第１

審の管轄裁判所とする。 

 

 

 

 

 この契約の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、甲乙各１通を保有す

るものとする。 

 

 

 

令和８年  月  日 

 

 

 

                   甲  吉田郡永平寺町松岡兼定島４－１－１ 

                      公立大学法人福井県立大学 

                       理事長 窪田 裕行 

 

 

                 乙   

 

                        

 



別紙2　賃借機器等一覧表

カラー印刷機　　　　　　　　　　　　社製

　本体

　附属品

項 品名 型名 数量 備考



別紙３ 

受託事業者における情報セキュリティに関する事項 

 

（基本的事項） 

第１ 乙は、以下の受託事業者における情報セキュリティに関する事項を遵守するとともに、個人

情報および業務上知り得た情報について守秘義務を負わなければならない。 

 

（作業場所の特定） 

第２ 乙は、委託業務の実施に当たり、作業場所を特定し、情報の紛失や外部への漏えいを防止で 

きる環境で行わなければならない。また、特定した場所以外への情報の無断持ち出しおよび外 

部送信を行ってはならない。 

２ 個人情報および甲が機密を要する旨を指定して提示した情報（以下、「機密情報」という。）

を取り扱う場合、作業場所は甲が指定した甲の施設内で行うものとする。 

   ただし、作業の特性上、乙の施設内で作業を行わなければならない場合は、作業場所・作業

に使用する機器・作業責任者および作業場所までの機密情報の搬送方法をあらかじめ甲に提出

し承認を得なければならない。 

 

（甲の施設内での作業時における事項） 

第３ 乙が甲の施設内で勤務を行う時は、「情報セキュリティ管理要領」（平成２０年４月１日公立

大学法人福井県立大学要領第５号に規定する情報セキュリティポリシーを遵守しなければなら

ない。 

２ 第２で規定する機密情報を取り扱う作業を行う場合、乙が使用する端末および記録媒体等は、

甲が貸与するものとし、乙はこれらを持ち込んではならない。 

ただし、乙が事前申請し甲が承認したものについてはこの限りではない。 

３ 乙は、甲の施設内で作業を行う場合、次の事項を遵守しなければならない。 

（１）乙は、作業者および作業範囲等を明らかにした作業報告書を提出しなければならない。 

（２）乙は、作業時に名札等を着用し、身分を明確に提示しなければならない。 

（３）乙の発行する身分証明書を携帯し、甲の指示があった場合にはこれを提示しなければなら

ない。 

（４）その他、甲から指示がある場合はこれに従わなければならない。 

 

（緊急時対応） 

第４ 乙は、情報漏えい、滅失その他委託業務の遂行に支障が生じるおそれがある事故の発生を知

ったとき、または生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に

従うものとする。 

２ 乙は、緊急時報告の手順を定めるとともに、緊急時の担当者の連絡先を提出しなければなら

ない。 

 

（作業者ＩＤおよびパスワード） 

第５ 乙は、次の各号に掲げる事項に留意して作業者ＩＤおよびパスワードを取り扱わなければな

らない。 

（１）作業者ＩＤおよびパスワードを他の者に使用されないよう、厳重に管理すること。 

（２）作業者ＩＤによるアクセスは必要最小限とすること。 



 

（目的外使用の禁止） 

第６ 乙は、甲から提供された委託業務にかかる資料、情報および情報資産（以下、「関係資料」と

いう。）を委託業務遂行以外の目的に使用してはならない。 

 

（複写および複製の禁止） 

第７ 乙は、関係資料を甲の承認なく複写および複製してはならない。 

 

（情報資産の返還） 

第８ 乙は、委託終了後、関係資料を返還しなければならない。 

 

（情報資産の廃棄） 

第９ 乙は、第８に基づき甲に返還する関係資料および成果物以外の関係資料については、委託業

務終了後速やかに廃棄を行わなければならない。 

２ 前項の廃棄を行う場合、乙は情報の復元ができないよう完全に消去するなど適切に処理しな

ければならない。 

３ 乙は、第１項の廃棄を行った場合は、廃棄を行った日時、担当者名および廃棄の内容を記録

し、これを証明する書面を甲に対して提出しなければならない。 

 

（実地調査および指示等） 

第10 甲は、必要があると認める場合には、乙の作業場所の実地調査を含む乙の作業状況の調査お 

よび乙に対する委託業務の実施に係る指示を行うことができるものとする。 

２ 乙は、前項の規定に基づき、甲から作業状況調査の実施要求または委託業務実施に係る指示

があった場合は、これらの要求または指示に従わなければならない。 

 

（再委託先への適用） 

第11 この「受託事業者における情報セキュリティに関する事項」は、契約書第１７条の規定によ 

り承認された再委託先にも適用するものとする。 

２ 再委託先における情報セキュリティに関する責任は乙が負うものとする。 

 

 

 



別紙４ 

 

個人情報取扱特記事項 

 

（基本的事項） 

第１ 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たって

は、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければ

ならない。 

 

（秘密の保持） 

第２ 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしては

ならない。この契約が終了し、または解除された後においても、同様とする。 

２ 乙は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中および退職後におい

て、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、または

不当な目的に使用してはならないことその他個人情報の保護に必要な事項を周知す

るものとする。 

 

（個人情報保護のための措置） 

第３ 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報について次に掲げる措置を

講じなければならない。  

(1) 責任者および業務従事者の管理体制および実施体制の構築 

(2) 個人情報の管理の状況についての検査に関する体制の構築 

(3) その他個人情報の保護のために必要な措置 

２ 乙は、前項の規定により講じた措置について書面で甲に報告しなければならない。 

 

（収集の制限） 

第４ 乙は、この契約による業務を処理するために個人情報を収集するときは、契約の

目的の達成に必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により収集しなければならない。 

 

（利用および提供の制限） 

第５ 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に

利用し、または提供してはならない。この契約が終了し、または解除された後におい

ても、同様とする。 

 

（複写等の禁止） 

第６ 乙は、甲の承諾なしに次に掲げる行為をしてはならない。 

(1) 個人情報の複写・複製 

(2) 個人情報の送信  

(3) 個人情報が記録されている媒体の外部への送付または持出し  

(4) その他個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為  

 

 



（再委託の禁止） 

第７ 乙は、甲の承諾があるときを除き、この契約による個人情報を取り扱う業務を第

三者（子会社（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第１項第３号に規定する子

会社をいう。）である場合も含む。以下同じ。）に委託してはならない。  

２ 乙は、甲の承諾を得て第三者に委託するときはこの契約において乙が講じることと

されている事項と同様の事項を当該第三者（以下「再委託先」という。）に遵守させ

なければならない。  

 

（個人情報の返還等） 

第８ 乙は、この契約の終了時に、この契約による業務を処理するため甲から提供を受

け、または自らが収集し、もしくは作成した個人情報について、直ちに甲に返還し、

引き渡し、廃棄し、または消去するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、

その指示に従うものとする。 

２ 乙は、前項の規定により個人情報を廃棄する場合は、当該個人情報が記録された媒

体の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必要な措置を講じな

ければならない。 

３ 乙は、第１項に規定する個人情報の廃棄または消去を行った後、廃棄または消去を

行った日時、担当者名および廃棄または消去の内容を記録し、書面により甲に対して

報告しなければならない。 

 

（調査等の実施） 

第９ 甲は、必要があると認めるときは、乙および再委託先以降の第三者がこの契約に

よる事務を処理するに当たり取り扱っている個人情報の管理の状況等について、調査

または監査を実施することができる。  

 

（事故報告） 

第１０ 乙は、この契約に違反する事態が生じ、または生じるおそれがあることを知っ

たときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。  

 

（定期報告） 

第１１ 乙は、契約内容の遵守状況について、甲に対し定期的に報告しなければならな

い。  

 

 


